
◎知的財産基本法 
（平成一四年一二月四日法律第一二二号）   

一、提案理由（平成一四年一一月六日・衆議院経済産業委員会） 

○平沼国務大臣 知的財産基本法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し

上げます。 

 我が国は、これまで国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄とともに豊か

で文化的な生活を享受できる社会を実現してきましたが、近年は低廉な労働コストや生

産技術の向上等を背景にしたアジア諸国の急速な追い上げを受けるなど厳しい経済情勢

にあります。我が国が今後とも世界で確固たる地位を維持していくためには、創造力の

豊かな人材を育成し、すぐれた発明、製造ノウハウ、デザイン、ブランド、コンテンツ

などの知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより、産業の国際競争力を強

化し、活力ある経済社会の実現を図る、いわゆる知的財産立国を目指して進んでいくこ

とが不可欠であります。 

 このような認識のもと、本法案におきましては、知的財産の創造、保護及び活用に関

し、その基本理念、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、知的財産戦略

本部を設置すること等により、知的財産に関する施策を集中的かつ計画的に推進するこ

とを目的とするものであります。 

 次に、本法案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、知的財産の定義として、発明、著作物など人間の創造的活動により生み出さ

れるもの、商標など商品等を表示するもの及び営業秘密など事業活動に有用な技術上ま

たは営業上の情報を定めております。 

 第二に、基本理念として、知的財産に関する施策の推進は、国民経済の健全な発展及

び豊かな文化の創造、我が国産業の国際競争力の強化及びその持続的発展に寄与すべき

旨を規定しております。 

 第三に、基本的施策として、大学等における研究開発の推進、特許権等の権利の付与

の迅速化、訴訟手続の充実及び迅速化、国内及び国外における権利侵害への措置、新分

野における知的財産の保護、専門的知識を有する人材の確保等を規定しております。 

 第四に、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画について、原則として施策

の具体的な目標や達成の時期を付すべきこと等所要の事項を規定しております。 

 第五に、推進体制として、内閣に知的財産戦略本部を設置することとし、内閣総理大

臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定しております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一四年一一月一四日）   

○村田吉隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ



る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図るこ

との必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活

用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創

造、保護及び活用に関し、その基本理念、国の責務その他の基本となる事項を定めると

ともに、知的財産戦略本部を設置すること等により、知的財産に関する施策を集中的か

つ計画的に推進するための措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る十一月一日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託されました。 

 同月六日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同月八日より質疑を行いま

した。同月十二日には参考人から意見聴取を行うなど慎重に審査を行い、同月十三日質

疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年一一月一三日） 

 政府は、世界経済のグローバル化が加速度的に進展し、市場競争が激化している中で、

我が国産業の空洞化を防ぎ、国際競争力を強化していく上で、知的財産の創造・保護・

活用を促進していくことが喫緊の課題であり、早急に国家戦略としての取り組みを必要

としていることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべ

きである。 

一 「知的財産立国」実現に向けた知的財産戦略を具体化する推進計画を早急に策定す

るとともに、本法により内閣に設置される知的財産戦略本部がその実現に向けた諸施

策を政府として一体的かつ集中的に推進できるよう体制整備を行うこと。 

  この場合において、知的財産関連産業の健全な発展を図るため、その育成及び振興

に努めること。 

二 特許権等の迅速かつ的確な権利付与の必要性については、これまでも本委員会にお

いて指摘してきたところであるが、事業活動のタイミングを逃さない権利付与が実現

できるよう、なお一層の迅速化に向けて特許審査官等の増員及び外部人材の活用を含

めた審査体制の整備強化に最大限努めること。 

三 知的財産の迅速かつ的確な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における

知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化や今後の動向を踏ま

えての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続きの充

実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した迅

速かつ的確な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。 

四 海外における知的財産権の侵害によって我が国産業が甚大な損害を被っている現状



にかんがみ、政府機関と民間企業等が一体となって、模倣品や海賊版製造国等に対す

る直接又は、国際機関等を通じた働きかけを行うなど、積極的な取り組みを推進する

こと。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一四年一一月二七日）   

○田浦直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、知的財産の活用による産業の国際競争力強化と活力ある経済社会の実現

を図る必要があることから、知的財産の創造、保護及び活用に関し、その基本理念、国

等の責務その他基本となる事項を定めるとともに、知的財産戦略本部を設置すること等

により、知的財産に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とするもので

あります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、大学，企業等における

研究開発の在り方、海外の模倣品、海賊版等の知的財産侵害への対策、弁護士、弁理士

等の知的財産関連人材の充実策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に

よって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党の西山委員より反対する旨の意

見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し六項目の附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年一一月二六日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 「知的財産立国」実現に向けた知的財産戦略を具体化する推進計画を早急に策定す

るとともに、本法により内閣に設置される知的財産戦略本部がその実現に向けた諸施

策を一体的かつ集中的に推進できるよう体制整備を行うこと。 

  この場合において、知的財産関連産業の健全な発展を図るため、その育成及び振興

に努めること。 

二 知的財産の創造が、人間の精神活動によるものであることにかんがみ、著作者・発

明者を含む知的創造者個人について企業との実質的な公平が図られるよう施策を検討

すること。 

三 特許権等の的確かつ迅速な権利付与を実現するため、特許庁審査官の大幅な増員、

外部調査機関の整備・拡充、外部人材の活用等を含めた審査体制の整備強化に最大限

努めるとともに、出願人のトータルとしての経済的負担が権利化手続の障害とならな

いよう配慮すること。 

四 知的財産の的確かつ迅速な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における



知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化、侵害訴訟業務など

の実績を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴

訟手続の充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも

配慮した的確かつ迅速な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。 

五 知的財産に係る人材育成については、「知的財産のための専門職大学院」構想の関

連において、弁理士をはじめ知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成

及び資質の向上のために早急に具体的検討を行うこと。 

六 海外における知的財産権の侵害によって我が国産業が甚大な損害を被っている現状

にかんがみ、知的財産制度の普及・拡充や模倣品・海賊版対策に我が国がアジア地域

において中心的な役割を担うよう積極的に取り組むとともに、製造国等に対する直接

または国際機関を通じた働きかけを行うこと。 

 右決議する。 


